
市民の自立的な活動を推進するための取組み 

第 10条 実施を検討する事業 （●は来年度から実施） 既に実施している事業 

(1)町内自治会、市民活動団体、

地域運営委員会の設立に必要な

支援 

＜町内自治会＞ 

 

＜町内自治会＞ 

・町内自治会の設立促進（制度説明会開催） 

・町内自治会設立ハンドブックの作成 

・地区町内自治会連絡協議会等への有識者派遣 

 

＜市民活動団体＞ 

 

＜市民活動団体＞ 

・ＮＰＯ法人化説明会の開催 

＜地域運営委員会＞ 

 

＜地域運営委員会＞ 

・地域運営委員会の設立促進（制度説明・設立支援補助金） 

・地域運営委員会への有識者派遣 

 

(2)町内自治会、市民活動団体、

地域運営委員会の活動が継続

し、発展するために必要な支援 

＜町内自治会＞ 

●単位町内自治会向けセミナーを各区で開催 

●集会所建設等事業補助金の拡充 

●（仮称）地域活動応援団の制度設計 

●市民活動団体とのマッチング交流会の実施 

・（仮称）地域活動相談窓口の設置 

 

＜町内自治会＞ 

・単位町内自治会向けセミナーの実施【中央区 地域リーダー研修】【稲毛区 単位自治会セミナー】 

・町内自治会活動ハンドブックの作成 

・区地域活性化支援補助金 

・事業の後援 

・ボランティア活動補償制度 

・市民参加協働事例集の作成 

 

＜市民活動団体＞ 

●（仮称）地域活動応援団の制度設計（再掲） 

●町内自治会とのマッチング交流会の実施 

＜市民活動団体＞ 

・ＮＰＯ法人活動紹介シートの公開 

・市民公益活動のための会議室等の提供【市民活動支援センター】 

・市民公益活動に関する相談の実施【市民活動支援センター】 

・ファシリテーターやコーディネーターの養成講座等の実施【市民活動支援センター】 

・区地域活性化支援補助金（再掲） 

・事業の後援（再掲） 

・ボランティア活動補償制度（再掲） 

・市民参加協働事例集の作成（再掲） 

 

＜地域運営委員会＞ 

●地域運営交付金の見直し 

●（仮称）地域活動応援団の制度設計（再掲） 

・（仮称）地域活動相談窓口の設置（再掲） 

＜地域運営委員会＞ 

・地域運営委員会に対する支援（地域担当職員、拠点支援、活動支援補助金、地域運営交付金） 

・地域運営委員会研修会 

・地域運営委員会や町内自治会への有識者派遣（再掲） 

・地域課題を把握するためのアンケート事例集作成 

・区地域活性化支援補助金（再掲） 

・事業の後援（再掲） 

・ボランティア活動補償制度（再掲） 

・市民参加協働事例集の作成（再掲） 

 

資料２－２ 



第 10条 実施を検討する事業 （●は来年度から実施） 既に実施している事業 

(3)町内自治会、市民活動団体、

地域運営委員会の活動への市民

の参加の促進 

＜町内自治会＞ 

●町内自治会への加入を促す区独自のリーフレットを各区で作成 

 

＜町内自治会＞ 

・町内自治会の加入促進（区独自のリーフレット作成）【中央区】 

＜市民活動団体＞ 

●千葉市ボランティア情報（ちばボラ）のチームちばボランティアネットワークとの調整 

・子どもや若者対象の活動体験講座 

 

＜市民活動団体＞ 

・ＮＰＯ法人等へのインターンシップの実施【市民活動支援センター】 

・ボランティア・市民活動マッチングプログラム【市民活動支援センター】 

・まちなかボランティア養成講座の開催【市民活動支援センター】 

・千葉市ボランティア情報（ちばボラ） 

 

＜地域運営委員会＞ ＜地域運営委員会＞ 

(4)市民相互の連携や協力のた

めの調整 

 

●町内自治会と市民活動団体とのマッチング交流会の実施（再掲） 

・地域活動応援団制度の運用 

・地域活動相談窓口の設置（再掲） 

 

 

(5)市民相互や市民と市が情報

や知識を共有するための機会の

創出 

●市民自治によるまちづくり条例に関するシンポジウムの開催 

●市民自治によるまちづくり条例の啓発パンフレットの作成 

 

・ホームページ、ＳＮＳ等の活用 

・市民活動フェスタ【市民活動支援センター】 

 

(6)その他市民の自立的な活動

の推進のための措置 

 ・ちばレポ（ちば市民協働レポート） 

 

 


